
（単位：百万円） 

「自己資本比率」は、金融機関の健全な体質を示す指標です。 
　平成10年4月から適用となった早期是正措置は自己資本比率が基準となります。信用金

庫は国内基準で4%以上でなければならないとされていますが、当金庫の平成21年9月末の

自己資本比率は61.03%で国内基準の15倍を超え引き続き高水準を維持しております。 
　稚内しんきんの自己資本比率が高いのは、業容を拡大していく過程で、利益の中から将来

のためにコツコツと自己資本を積み上げてきた結果によるものです。 

自己資本の構成に関する注記事項 
1．平成21年9月末の自己資本比率は、自己資本比率規制の一部を弾力化する特例（平成20年金融庁告示第79
号）に基づき、「その他有価証券の評価差損」を基本的項目から控除しておりません。なお、「その他有価証
券の評価差損」の額（782百万円）を控除して計算した場合には、単体自己資本比率は59.90%となります。 

2．自己資本比率は、「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫
及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当かどうかを判断するための基
準」（平成18年金融庁告示第21号）に定められた算式に基づき算出しております。 

　　  なお、当金庫は国内基準を採用しております。 
（注）※1　準備金積立金等は、当該期の剰余金の処分額を加算した後の金額を記載しております。 

※2　補完的項目に算入している一般貸倒引当金の額は、自己資本比率でみて0.625ポイントを限度として
おります。 

※3　リスク・アセット等は、損失が発生する可能性のある資産総額です。 
※4　単体自己資本比率(国内基準)・自己資本の構成に関する事項は仮決算における数値となっております。 

国内基準に係わる自己資本比率の算出方法は以下のとおりです。 

　自己資本の額（基本的項目＋補完的項目－控除項目）
×100 

　　　　　　　　リスク・アセット等 

自己資本の状況 

単体自己資本比率（国内基準）・自己資本の構成に関する事項 
［自己資本比率規制（バーゼルⅡ）に関する事項］ 
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